
◆ご提出いただいた書類は機械で読み取りますので、枠内に楷書体で丁寧にご記入ください。
◆口座名義人は、墓地使用者以外でも登録可能です。（必ず、ご本人の了承を得てください。）
◆登録できるのは、下記の金融機関のみです。

○三菱UFJ銀行　○名古屋銀行　○愛知銀行　○中京銀行　○十六銀行　○大垣共立銀行
○知多信用金庫　○半田信用金庫　○岡崎信用金庫　○碧海信用金庫　○西尾信用金庫
○東海労働金庫　○あいち知多農業協同組合　○ゆうちょ銀行

◆WEBサイトからの口座登録（下記ページ参照）もご利用ください。（三菱UFJ銀行を除く。）
◆汚損や書損じされた場合、下記のページ（墓地管理料について）から用紙を印刷し
　 ていただくか、環境課までご連絡ください。

半田市　墓地管理料 で　検索　又は右のQRｺｰﾄﾞを読み取ってください。

【ご記入にあたって】

 記入例 

475-0803

愛知県半田市乙川末広町50番地

ハンダ タロウ

6 1 15

0569 　 　  21 　 　   4001

090 　 　  9999 　 　 9999

1 5 5 6 0 0 7

分かる場合は金融機関コードもご記入ください

知多 ✔ 亀崎 ✔ ✔
0 1 2 3 4 5 6

ゆうちょ銀行又はその他の金融機関どちらか一方のみご記入ください

1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5 6 7

ハンダ

半　田

タロウ

太　郎 半
田

「にじみ」や「かすれ」がないように鮮明に押印ください

　　 記入した書類は環境課へご郵送ください。
※※※金融機関へ直接提出はできません※※※

半田 太郎


